
 

第２６号議案  

 

   東京都台東区空家等の適正管理に関する条例  

    

上記の議案を提出する。  

 

  平成２９年２月１３日  

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫  

 

（提案理由）  

この案は、空家等の適正な管理に関し、規定の整備を図るため

提出します。  



東京都台東区空家等の適正管理に関する条例 

 

 東京都台東区空き家等の適正管理に関する条例（平成２６年３

月台東区条例第１号）の全部を改正する。 

（目 的） 

第１条 この条例は、空家等の適正な管理に関し、空家等対策の

推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、

区民等の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図

り、もって安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的と

する。 

（定 義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の

例による。 

（所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）

は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう、自らの責任において当該空家等の適正な

管理を行わなければならない。 

（区の責務） 

第４条 東京都台東区（以下「区」という。）は、区内に住所若し

くは勤務先を有する者又は区内の学校に在学する者（以下「区

民等」という。）に対し、空家等の適正な管理に関する意識の啓

発を行うものとする。 

２ 区は、所有者等に対し、空家等の適正な管理について必要な



支援を行うよう努めるものとする。 

（情報提供） 

第５条 区民等は、適正な管理が行われていない空家等の情報を

区に提供することができる。 

（空家等対策審議会の設置） 

第６条 東京都台東区長（以下「区長」という。）の附属機関とし

て、東京都台東区空家等対策審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事項について、区長の諮問に応じて調

査審議し、区長に意見を述べるものとする。 

(１) 特定空家等の認定及び特定空家等に対する措置の実施に 

関する事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、法及びこの条例の適正かつ円

滑な運用を図るため、区長が必要と認める事項 

３ 審議会は、建築、法務等に関する学識経験を有する者、区の

区域を管轄する警察署又は消防署の職員その他区長が必要と認

める者のうちから、区長が委嘱する６人以内の委員をもって組

織する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席

を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に必要な資

料の提出を求めることができる。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も、同様とする。 



７ 前各項に掲げるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、区長が台東区規則で定める。 

（特定空家等の認定） 

第７条 区長は、空家等に関し法第９条第１項の規定による調査

又は同条第２項の規定による立入調査を行い、当該空家等が法

第２条第２項に規定する状態にあると認められるときは、当該

空家等を特定空家等として認定するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による認定をするときは、必要に応じ、

審議会に意見を聴くことができる。 

（特定空家等に対する措置） 

第８条 区長が行う特定空家等に係る助言、指導、勧告、命令及

び代執行は、法第１４条の定めるところによる。 

２ 区長は、前項の規定による措置を講ずるときは、必要に応じ、

審議会に意見を聴くことができる。 

（緊急安全措置） 

第９条 区長は、空家等の状態に起因して、道路、広場その他公

共の場所において、人の生命、身体又は財産に対する危害が及

ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、所有

者等の負担において、これを回避するために必要な最小限度の

措置（以下「緊急安全措置」という。）を講ずることができる。 

２ 区長は、緊急安全措置の実施に必要な限度において、当該職

員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入っ

て、調査をさせることができる。 

３ 区長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空

家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、台東区



規則で定めるところにより、当該空家等の所有者等にその旨を

通知しなければならない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうと

する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認

められたものと解釈してはならない。 

６ 区長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に

係る内容を当該空家等の所有者等に通知（所有者等又はその連

絡先を確知することができない場合にあっては、公告）するも

のとする。 

７ 区長は、緊急安全措置を講じたときは、所有者等から当該緊

急安全措置に係る費用を徴収することができる。 

（関係機関との連携） 

第１０条 区長は、この条例の目的を達成するために必要がある

と認めるときは、区の区域を管轄する警察署若しくは消防署又

はその他の関係機関に空家等に関する情報を提供し、必要な協

力を要請することができる。 

（委 任） 

第１１条 この条例の施行について必要な事項は、台東区規則で

定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条



例の一部改正） 

２ 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和３１年１２月台東区条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中  

  「  

 

 

 を  

  「  

 

 

 

 に改める。  

区長  東京都台東区建築紛

争調停委員会  

日額  

会長 ２０ ,０００円  

委員 １８ ,０００円  

８級の職務に

ある者相当額  

区長  東京都台東区建築紛

争調停委員会  

日額  

会長 ２０ ,０００円  

委員 １８ ,０００円  

８級の職務に

ある者相当額  

区長  東京都台東区空家等

対策審議会  

日額  

会長 １８ ,０００円  

委員 １６ ,０００円  

８級の職務に

ある者相当額  

「  

 

」  

」  


